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京都市建築基準法施行細則 

 

改正前 改正後 

○京都市建築基準法施行細則 ○京都市建築基準法施行細則 

平成元年７月１日規則第３９号 平成元年７月１日規則第３９号 

改正 改正 

平成２年３月２７日規則第１０１号 平成２年３月２７日規則第１０１号 

（略） （略） 

令和４年３月２４日規則第７２号 令和４年３月２４日規則第７２号 

（新設） 令和５年３月３０日規則第７１号 

  

京都市建築基準法施行細則 京都市建築基準法施行細則 

（略） （略） 

第３章 許可等の手続 第３章 許可等の手続 

（許可又は認定の添付図書） （許可又は認定の添付図書） 

第９条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、当該許

可又は認定の申請書に当該各号に掲げる図書を添付しなければならな

い。 

第９条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、当該許

可又は認定の申請書に当該各号に掲げる図書を添付しなければならな

い。 

⑴ 法第４３条第２項第２号、第４４条第１項第２号若しくは第４号、

第４７条ただし書、第４８条第１項から第１４項までの規定のただ

し書若しくは第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第５２条第１０項、

第１１項若しくは第１４項、第５３条第４項、第５項若しくは第６

項第３号、第５３条の２第１項第３号若しくは第４号、第５９条第

１項第３号、第６８条第２項第２号若しくは第３項第２号、第６８

条の７第５項、第８５条第３項、第６項若しくは第７項又は第８７

条の３第３項、第６項若しくは第７項の規定による許可 別表第２ 

１の項及び２の項に掲げる図書 

⑴ 法第４３条第２項第２号、第４４条第１項第２号若しくは第４号、

第４７条ただし書、第４８条第１項から第１４項までの規定のただ

し書若しくは第５１条ただし書（法第８７条第２項又は第３項にお

いてこれらの規定を準用する場合を含む。）、第５２条第１０項、

第１１項若しくは第１４項、第５３条第４項、第５項若しくは第６

項第３号、第５３条の２第１項第３号若しくは第４号、第５９条第

１項第３号、第６８条第２項第２号若しくは第３項第２号、第６８

条の７第５項、第８５条第３項、第６項若しくは第７項又は第８７

条の３第３項、第６項若しくは第７項の規定による許可 別表第２ 

１の項及び２の項に掲げる図書 

⑵ 法第５５条（新設）第３項各号、第５６条の２第１項ただし書（新

設）、第５９条第４項、第５９条の２第１項、第６８条第１項第２

⑵ 法第５５条第３項若しくは第４項各号、第５６条の２第１項ただ

し書、第５８条第２項、第５９条第４項、第５９条の２第１項、第
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号、第６８条の３第４項又は第６８条の５の３第２項の規定による

許可 別表第２ １の項から３の項までに掲げる図書 

６８条第１項第２号、第６８条の３第４項又は第６８条の５の３第

２項の規定による許可 別表第２ １の項から３の項までに掲げる

図書 

⑶ 法第８８条第２項において準用する法第４８条第１項から第１４

項までの規定のただし書又は第５１条ただし書（法第８８条第２項

において準用する法第８７条第２項又は第３項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による許可 別表第３に掲げる

図書 

⑶ 法第８８条第２項において準用する法第４８条第１項から第１４

項までの規定のただし書又は第５１条ただし書（法第８８条第２項

において準用する法第８７条第２項又は第３項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定による許可 別表第３に掲げる

図書 

⑷ 法第４３条第２項第１号、第４４条第１項第３号（新設）、第５

７条第１項、第６８条の３第１項、第２項若しくは第７項、第６８

条の４、第６８条の５の２、第６８条の５の５第１項又は第６８条

の５の６の規定による認定 別表第２ １の項及び２の項に掲げる

図書 

⑷ 法第４３条第２項第１号、第４４条第１項第３号、第５２条第６

項第３号、第５７条第１項、第６８条の３第１項、第２項若しくは

第７項、第６８条の４、第６８条の５の２、第６８条の５の５第１

項又は第６８条の５の６の規定による認定 別表第２ １の項及び

２の項に掲げる図書 

⑸ 法第５５条第２項、第６８条第５項、第６８条の３第３項、第６

８条の５の５第２項若しくは第８６条の６第２項又は令第１３１条

の２第２項若しくは第３項の規定による認定 別表第２ １の項か

ら３の項までに掲げる図書 

⑸ 法第５５条第２項、第６８条第５項、第６８条の３第３項、第６

８条の５の５第２項若しくは第８６条の６第２項又は令第１３１条

の２第２項若しくは第３項の規定による認定 別表第２ １の項か

ら３の項までに掲げる図書 

⑹ 法第８６条の８第１項若しくは第３項（法第８７条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は第８７条の２第１項の規定によ

る認定（当該認定に係る建築物の計画が法第６条の３第１項本文に

規定する構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。） 同

条第７項に規定する適合判定通知書の写し並びに省令第３条の７第

１項第１号ロ⑴又は⑵に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号

ロ⑴又は⑵に掲げる図書及び書類 

⑹ 法第８６条の８第１項若しくは第３項（法第８７条の２第２項に

おいて準用する場合を含む。）又は第８７条の２第１項の規定によ

る認定（当該認定に係る建築物の計画が法第６条の３第１項本文に

規定する構造計算適合性判定を要するものであるときに限る。） 同

条第７項に規定する適合判定通知書の写し並びに省令第３条の７第

１項第１号ロ⑴又は⑵に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ同号

ロ⑴又は⑵に掲げる図書及び書類 

２ 前項の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、同

項に規定するもののほか、許可又は認定に係る事項について必要な図

書を添付させることがある。 

２ 前項の場合において、市長は、特に必要があると認めるときは、同

項に規定するもののほか、許可又は認定に係る事項について必要な図

書を添付させることがある。 

（新設） ３ 第１項の規定にかかわらず、市長は、同項各号に掲げる図書で添付

させる必要がないと認めるものを省略させることができる。 

（条例等の規定による許可又は認定の申請） （条例等の規定による許可又は認定の申請） 
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第１０条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、条例

等の規定による許可・認定申請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号

に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

第１０条 次の各号に掲げる許可又は認定を受けようとする者は、条例

等の規定による許可・認定申請書の正本及び副本にそれぞれ当該各号

に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。 

⑴ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）原谷特別工業地

区建築条例（以下「原谷条例」という。）第３条第１項ただし書、

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）西陣特別工業地区

建築条例（以下「西陣条例」という。）第４条第１項ただし書、京

都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区（京都

御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区）建築条例（以下「京

都御苑条例」という。）第３条第１項ただし書、京都都市計画（京

都国際文化観光都市建設計画）職住共存特別用途地区建築条例（以

下「職住共存条例」という。）第３条ただし書若しくは第４条第３

項第３号若しくは第４号、京都都市計画（京都国際文化観光都市建

設計画）御池通沿道特別商業地区建築条例（以下「御池通沿道条例」

という。）第４条第１項ただし書、京都都市計画（京都国際文化観

光都市建設計画）らくなん進都産業集積地区建築条例（以下「らく

なん進都条例」という。）第４条ただし書又は京都都市計画（京都

国際文化観光都市建設計画）京都駅東南部等文化芸術まちづくり推

進地区建築条例（以下「文化芸術地区条例」という。）第４条第３

項（新設）の規定による許可 別表第２ １の項及び２の項に掲げ

る図書 

⑴ 京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）原谷特別工業地

区建築条例（以下「原谷条例」という。）第３条第１項ただし書、

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）西陣特別工業地区

建築条例（以下「西陣条例」という。）第４条第１項ただし書、京

都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）特別用途地区（京都

御苑国際文化交流促進・歴史的環境保全地区）建築条例（以下「京

都御苑条例」という。）第３条第１項ただし書、京都都市計画（京

都国際文化観光都市建設計画）職住共存特別用途地区建築条例（以

下「職住共存条例」という。）第３条ただし書若しくは第４条第３

項第３号若しくは第４号、京都都市計画（京都国際文化観光都市建

設計画）御池通沿道特別商業地区建築条例（以下「御池通沿道条例」

という。）第４条第１項ただし書、京都都市計画（京都国際文化観

光都市建設計画）らくなん進都産業集積地区建築条例（以下「らく

なん進都条例」という。）第４条ただし書、京都都市計画（京都国

際文化観光都市建設計画）京都駅東南部等文化芸術まちづくり推進

地区建築条例（以下「文化芸術地区条例」という。）第４条第３項、

京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）産業集積特別工業

地区建築条例（以下「産業集積特別工業地区条例」という。）第４

条ただし書又は京都都市計画（京都国際文化観光都市建設計画）外

環状線等沿道特別用途地区建築条例（以下「外環沿道地区条例」と

いう。）第４条第２項ただし書の規定による許可 別表第２ １の

項及び２の項に掲げる図書 

⑵ 法第３条第１項第４号又は令第１１５条の２第１項第４号の規定

による認定 別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書 

⑵ 法第３条第１項第４号又は令第１１５条の２第１項第４号の規定

による認定 別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書 

⑶ 建築基準条例第３条第１項各号又は第２項の規定による認定 別

表第２ １の項に掲げる図書 

⑶ 建築基準条例第３条第１項各号又は第２項の規定による認定 別

表第２ １の項に掲げる図書 

⑷ 建築基準条例第５条第４項の規定による認定 別表第２ １の項 ⑷ 建築基準条例第５条第４項の規定による認定 別表第２ １の項
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及び４の項に掲げる図書、法の施行の日において現に建築物が存し

た敷地であることを証する図書、当該建築物又は従前の建築物の用

途を証する図書その他市長が必要と認める図書 

及び４の項に掲げる図書、法の施行の日において現に建築物が存し

た敷地であることを証する図書、当該建築物又は従前の建築物の用

途を証する図書その他市長が必要と認める図書 

⑸ 建築基準条例第１６条第６項（同条例第２９条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による認定 別表第２ １の項及び６

の項に掲げる図書 

⑸ 建築基準条例第１６条第６項（同条例第２９条第２項において準

用する場合を含む。）の規定による認定 別表第２ １の項及び６

の項に掲げる図書 

（略） （略） 

⑽ 職住共存条例第４条第１項括弧書き、御池通沿道条例第４条第２

項括弧書き又は文化芸術地区条例第３条第３号クの規定による認定 

別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書 

⑽ 職住共存条例第４条第１項括弧書き、御池通沿道条例第４条第２

項括弧書き又は文化芸術地区条例第３条第３号クの規定による認定 

別表第２ １の項及び２の項に掲げる図書 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定による申請について準用する。 ２ 前条第２項及び第３項の規定は、前項の規定による申請について準

用する。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、許可若しくは不

許可又は認定若しくは不認定を決定し、条例等の規定による許可・認

定申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、許可若しくは不

許可又は認定若しくは不認定を決定し、条例等の規定による許可・認

定申請書の副本及びその添付図書を添えて、その旨を申請者に通知す

るものとする。 

（略） （略） 

第９章 雑則 第９章 雑則 

（確認等の取消し） （確認等の取消し） 

第３２条 市長又は建築主事は、建築主等が法、令、建築基準条例、原

谷条例、西陣条例、京都御苑条例、職住共存条例、御池通沿道条例、

らくなん進都条例、文化芸術地区条例（新設）、高度地区計画書又は

この規則の規定による確認、許可、認定、認可、指定又は承認（以下

この条において「確認等」という。）の申請書又は添付図書に不実の

記載をして確認等を受けたものであることが判明したときは、その確

認等を取り消すことがある。 

第３２条 市長又は建築主事は、建築主等が法、令、建築基準条例、原

谷条例、西陣条例、京都御苑条例、職住共存条例、御池通沿道条例、

らくなん進都条例、文化芸術地区条例、産業集積特別工業地区条例、

外環沿道地区条例、高度地区計画書又はこの規則の規定による確認、

許可、認定、認可、指定又は承認（以下この条において「確認等」と

いう。）の申請書又は添付図書に不実の記載をして確認等を受けたも

のであることが判明したときは、その確認等を取り消すことがある。 

（以下略） （以下略） 

 


